
別紙１ 

随意契約をすることができる場合に 

       該当することの説明書 

地方自治法施行令第１６７条 

の２第１項第２号により随意 

契約をすることができる場合 

 

今 回 の 契 約 が 左 に 該 当 す る こ と 等 の 説 明                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の者でなければ供給するこ

とができないものを調達すると

き 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調達する財産や役務等の内容及びその特殊性 

  障がい者の就労促進を図るため、「短期の職場実習（チャレン

ジトレーニング）」および「ケース報告会・意見交換会」を実施

する事業である。 

「短期の職場実習」は、障がい者および事業所双方の不安を軽

減し、就職の促進を目的とするものである。また「ケース報告会

・意見交換会」は、職場実習を良質な雇用へとつなげるため、国

や支援機関等と事例の共有や意見交換を行うものである。 

この事業の実施には、 

  ・障がい者の適性や能力にあった就職先を確保するため、「就労

意欲のある障がい者」と「障がい者雇用を考えている企業の

情報」に精通していること 

 ・障がい者と企業の短期職場実習のマッチングや、障がい者の

定着支援を行う体制が整っていること 

・情報の入手や、障がい者と企業双方に支援を継続的に行うた

めに、身近な各圏域で実施できること 

 が必要である。 

   

２ 特定の者以外の者が供給することができないことの説明 

  県は障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者の

就業面、生活面の一体的な相談・支援の実施機関として、県内６

箇所（県内全域）に障害者就業・生活支援センター（以下「セン

ター」という。）の運営法人を指定している。指定には地域の企

業等や関係機関との連携が十分に可能であること、障がい者を継

続して確保できる見通しがあること等が必要である。また、セン

ターは、国と県（障害福祉課）からの委託により生活支援員と就

労支援員等が配置され、情報収集や支援の体制が整っている。そ

の他、センターの業務は法により「職業生活における総合的な援

助」や「職場訓練のあっせん」等が定められている。 

  以上により、当委託事業実施に係る必要項目を満たし、県内全

圏域で統一して当委託事業を実施できるのは各センターの運営法

人以外はない。 

 

【障がい者総合就労支援センターからセンターへの委託業務】 

 ・障がい者雇用拡大支援事業費（西濃を除く） 

 ・精神障がい者雇用促進事業費（西濃を除く） 

【各圏域のセンター運営法人】 

 

 
 

圏域 
運営法人名 住所 

岐阜南部 (福)岐阜市社会福祉事業団 岐阜市都通2-23 

岐阜北部 (福)舟伏 岐阜市日野東4-10-18 

西濃 (福)あゆみの家 不破郡垂井町栗原2066-2 

中濃 (福)岐阜県福祉事業団 岐阜市下奈良2-2-1 

東濃 (福)陶技学園 多治見市姫町2-2 

飛騨 (福)飛騨慈光会 高山市山田町831-1 

 


